浜田市介護人材確保・定着対策事業補助金交付要綱

（目的）

第1条　この要綱は、市内において介護サービスに従事する人材を確保するため、介護サービス事業者に対し、その人材確保及び人材育成に要する費用の一部を補助することにより、介護サービスの質の維持及び向上を図ることを目的とし、その補助金の交付に関しては、浜田市補助金等交付規則（平成17年浜田市規則第56号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　
介護サービス　介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、介護予防地域密着型サービス及び介護予防支援をいう。

⑵　介護サービス事業者　法に規定する居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、介護予防地域密着型サービス事業者及び介護予防支援事業者並びに介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び認知症対応型共同生活介護施設を運営する者をいう。

（補助対象者）

第3条　補助の対象となる者は、市内に事業所又は施設（介護サービスを提供するものに限る。以下「事業所等」という。）を有する介護サービス事業者のうち、平成21年10月1日から平成23年12月31日までの間において介護サービス従事者として新たに従業員の採用（現に事業所等において介護サービスに従事していない者の採用に限る。以下「新規採用」という。）をし、3か月以上継続的に雇用するものとする。

（補助金額等）

第4条　補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。

	補助対象経費
	補助金の額

	人材確保に要する経費
	被雇用者1人当たり10万円（ＵＩターン者の場合にあっては、20万円）

	人材育成（新規採用をした日（以下「新規採用日」という。）から3か月を経過した日（以下「継続雇用期間」という。）までの間において、介護サービスを実施するために行う必要な知識の習得等の研修）に要する経費
	人材育成に要する補助対象経費相当額（1事業所当たり限度額　10万円）


（交付申請）

第5条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、介護人材確保・定着対策事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、継続雇用期間の満了後30日を経過する日又は当該満了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1)　継続雇用が確認できる書類

(2)　支払証明書

(3)　人材育成に要した経費を証する書類（人材育成に要する経費の補助金を申請する場合に限る。）

(4)　その他市長が必要と認める書類

（交付決定）

第6条　市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助の可否を決定し、介護人材確保・定着対策事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条　市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

（帳簿の備付）

第8条　補助事業者は、この事業の内容を明確にするため、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

（その他）

第9条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

（施行期日）

1 　この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

（この要綱の失効）

2 　この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

　　　附　則

（施行期日）

1 　この要綱は、平成22年4月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

（平成23年12月に新規採用した場合の申請の特例）

2 　第5条の規定にかかわらず、平成23年12月に新規採用をしたものに係る補助金の申請については、平成24年3月20日までに申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、新規採用日から申請日までの期間が継続雇用期間を満たしていないときは、同条第1号中「継続雇用が確認できる書類」とあるのは、「継続雇用を約する書類」とする。






